
（６）項ロ及びハ判定フローチャート  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

軽費老人ホーム  

有料老人ホーム  

そ の 他 こ れ ら に 類

する施設※１ 

高齢者施設 

避難が困難な要介護

者（要介護状態区分

３以上の者）の入居  

 

 

 

障がい者施設 

障害者支援施設 

障害者短期入所施設  

障害者共同生活援助施設  

 

 

（６）項ロ⑴  （６）項ハ⑸ 

無 

避難が困難な障がい者（障害支援

区分４以上の者）の入所 

 

 
有 

 （６）項ロ⑸ 

無 

避難が困難な障がい者の割合
が、施設全体の入所者の８割
を超える。※４  

 ＹＥＳ  N O 

有 

避難が困難な要介護者の

割合が、施設全体の定員

の半数以上である。※２ 

 ＹＥＳ 

 

避難が困難な要介護者（介護状態区分３以上の者）を宿泊

させている。 

 

 

 N O 

（６）項ハ⑴ 

 
※ １  そ の 他 こ れ

ら に 類 す る 施 設 と

は、高齢者に対して

業として入浴、排せ

つ、食事等の介護、

機 能 訓 練 又 は 看 護

若 し く は 療 養 上 の

管 理 そ の 他 の 医 療

を 提 供 す る 施 設 を

言う。 

 ※２  入居又は宿泊の状況について、利用

者が比較的短期間に入れ替わる等の事情

により用途が定まらない場合には、施設の

定常的な状態として避難が困難な要介護

者を主として入居又は宿泊させている日

数の割合が、３ヶ月間において半数以上で

ある場合、又は、介護居室（一般居室にお

いて介護サービスが行われる場合も介護

居室として取り扱って差し支えないもの

である。）の割合が半数以上である場合に、

⑹項ロ⑴と判定すること。  

 ※３  入居又は宿泊の状況

について、利用者が比較的

短期間に入れ替わる等の事

情により用途が定まらない

場合には、施設の定常的な

状態として複数の要介護者

に対して宿泊サービスを提

供した日が、３ヶ月間にお

いて 15 日以上である場合

に、⑹項ロ⑴として判定す

ること。 

 ※４  入所者が比較的短期

間に入れ替わる等の事情に

より用途が定まらない場合

は、定常的な状態として前年

度の実績等の一定期間の利

用者状況を確認した上で、避

難が困難な障がい者等を主

として入所させる日数の割

合が、一定期間において半数

以上になる場合は、⑹項ロ⑸

と判定すること。  

 注  ※２～４のい

ずれの場合におい

ても、用途区分が

変更されることが

考えられるため、

消防用設備等の設

置について、関係

者等に十分に説明

し、予め必要な対

応を促すことが望

ましいこと。  

無 

 

 

（６）項ハ⑴ 

 N O 

小規模多機能型居宅介護事業施設  

その他これらに類する施設※１ 

 

  又は  

実 態 と し て 複 数

の 避 難 が 困 難 な

要 介 護 者 に 対 す

る 宿 泊 サ ー ビ ス

を 月 ５ 日 以 上 行

っている。※３ 

 

宿泊サービスを利用

する避難が困難な要

介護者の割合が、宿

泊サービス利用者全

体 の 半 数 以 上 で あ

る。※３ 

 ＹＥＳ 

有又は利用者の状態等の把握が困

難である。  

 


